
Information

は
ア
ク
ト
ラ
ン
ド
と
高
知
県
立
の

い
ち
動
物
公
園
が
対
象
）

■
応
募
方
法

　
　

各
施
設
に
あ
る
専
用
は
が
き

に
、最
低
３
個
以
上
の
ス
タ
ン
プ
を

集
め
、必
要
事
項
を
記
入
し
応
募
。

　　

詳
細
は
物
部
川
D
M
O
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
物
部
川
D
M
O
協
議
会

　　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　h
ttp
s://m

o
n
o
b
e
g
aw
a.c
o
m

/sp
e
c
ial-re

p
o
rt/3
1
1
7

■
問
い
合
わ
せ
（
一
社
）
物
部
川

D
M
O
協
議
会　

南
国
Ｉ
．Ｃ
．わ
く

わ
く
ゾ
ー
ン
協
議
会
事
務
局

　　

☎
0
8
8
ー
8
0
2
ー
5
0
5
0

　　

新
規
就
農
を
目
指
し
て
い
る
方

に
対
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
補
助
金
が

あ
り
ま
す
。
各
事
業
と
も
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
担
い
手
育
成
セ
ン
タ
ー

　　

研
修
支
援
事
業

　　

高
知
県
立
農
業
担
い
手
育
成
セ

ン
タ
ー
で
、就
農
に
必
要
な
基
礎
知

識
か
ら
先
進
技
術
を
学
ぶ
研
修
費

を
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

１
日
の
研
修
費
520
円
の
２
分
の
１

■
対
象

15
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

▼
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策

事
業（
就
農
準
備
資
金
）

　　

青
年
就
農
者
の
確
保
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
就
農
研
修
中
の

方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

　　

年
間
150
万
円（
最
長
２
年
）

■
対
象

50
歳
未
満
の
方

▼
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策

事
業（
経
営
開
始
資
金
）

　　

青
年
就
農
者
の
確
保
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
就
農
直
後
の
青

年
就
農
者
の
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

年
間
150
万
円（
最
長

３
年
）所
得
要
件
あ
り

■
対
象

50
歳
未
満
で
独
立
自
営

就
農
し
て
５
年
以
内
の
方（
青
年
等

就
農
計
画
作
成
等
の
要
件
あ
り
）

▼
農
業
後
継
者
推
進
事
業

　　

就
農
直
後
の
不
安
定
な
経
営
に

対
し
て
、
三
親
等
以
内
の
後
継
者

の
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

年
間
100
万
円

■
対
象

50
歳
未
満
で
農
業
経
営
を
開
始

ま
た
は
従
事
し
て
５
年
未
満
の
方

▼
就
農
支
援
事
業

①
新
規
参
入
者
支
援
区
分

　
　

受
入
農
家
の
も
と
で
、
農
業
研

修
を
行
う
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

年
間
30
万
円
以
内

（
申
請
時
34
歳
以
下
の
場
合
、年
間

60
万
円
以
内
）

■
対
象

15
歳
以
上
50
歳
未
満
の
方

②
後
継
者
就
農
促
進
区
分

　
　

研
修
機
関
等
で
研
修
を
受
け

る
、
農
業
後
継
者
の
研
修
費
を
補

助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

年
間
120
万
円
以
内

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

香
南
市
手
話
言
語
条
例
が
１
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
詳
し
く
特
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
誰
で
も
楽
し
く
参
加
し
た
り
、

↓
（
15
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

↓

活
動
し
た
り
で
き
る
た
め
の
第
一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
配
慮
の
あ
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　
　

少
子
化
対
策
、定
住
人
口
増
加

を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
の
一
つ

と
し
て
、
新
婚
世
帯
の
新
生
活
に

か
か
る
費
用
を
予
算
の
範
囲
内
で

市
が
支
援
し
ま
す
。

■
対
象

　　

夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年

齢
が
39
歳
以
下
の
世
帯
で
、
次
の

全
て
に
該
当
す
る
方
。

❶
直
近
の
夫
婦
の
所
得
の
合
計
が

500
万
円
未
満
の
世
帯
（
会
社
員
の

場
合
、
世
帯
年
収
670
万
円
未
満
に

相
当
）

※

貸
与
型
奨
学
金
を
返
済
し
て
い
る
場
合

は
、そ
の
年
の
返
済
額
を
所
得
か
ら
控
除
可

❷
令
和
６
年
１
月
１
日
〜
令
和
７

年
３
月
31
日
に
婚
姻
届
け
を
提
出

し
受
理
さ
れ
た
夫
婦

❸
対
象
の
住
居
が
香
南
市
内
に
あ

り
、
他
の
公
的
制
度
に
よ
る
家
賃

補
助
等
を
受
け
て
い
な
い

❹
夫
婦
い
ず
れ
も
が
市
税
お
よ
び

県
税
等
の
滞
納
が
な
い

■■
補
助
金
額　
１
世
帯
当
た
り
上

限
30
万
円
。
親
世
帯
と
同
居
・
近

居
し
て
い
る
場
合
は
最
大
15
万
円

の
加
算
（
親
世
帯
と
の
住
宅
間
の

直
線
距
離
が
お
お
む
ね
５
㎞
以
内

ま
た
は
、同
一
小
学
校
区
）。

■
対
象
経
費

　
　

令
和
６
年
４
月
１
日
〜
令
和
７

年
３
月
31
日
に
か
か
る
次
の
経
費
。

●

住
居
取
得
に
か
か
る
住
居
費

●

賃
貸
借
に
か
か
る
住
居
費

●

婚
姻
に
伴
う
引
っ
越
し
経
費

■
申
請
書
配
布
場
所

　　

市
役
所
地
域
支
援
課
・
各
支
所

※
本
年
度
の
申
請
受
け
付
け
は
令
和
７
年

３
月
６
日
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。婚
姻

日
が
令
和
７
年
３
月
６
日
以
降
で
も
翌
年

度
の
補
助
事
業
と
し
て
対
象
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、地
域
支
援
課
窓
口
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
地
域
支
援
課

　　

定
住
応
援
係

　
　

も
の
べ
が
わ
エ
リ
ア
の
観
光
施

設
の
ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
専
用
は

が
き
で
応
募
す
る
と
、素
敵
な
オ
リ

ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
や
特
産
品
が
当
た

り
ま
す
。ま
た
、
全
施
設
の
ス
タ
ン

プ
を
集
め
た
方
に
は
も
れ
な
く
粗

品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！
今
年
は
さ
ら

に
抽
選
で
５
名
様
に
も
の
べ
が
わ
エ

リ
ア
の
特
産
品
が
当
た
り
ま
す
。

■
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間

　　

11
月
24
日（
日
）ま
で

■
応
募
締
め
切
り

　　

11
月
30
日（
土
）当
日
消
印
有
効

■
場
所　

対
象
の
７
施
設（
香
南
市

市議会事務局☎57－8513

●開 会 ５月２８日(火)９：３０

●一般質問
　　６月４日(火)・５日(水)・６日(木)・７日(金)

●議案質疑・付託 ６月７日(金)

●委員会審査６月７日(金)・１０日(月)

●閉　会 ６月１９日(水)

問

南
国
Ｉ
．Ｃ
．わ
く
わ
く

ゾ
ー
ン
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

「支え合い 認め合い支え合い 認め合い
　　責任もち合う責任もち合う 人と人人と人」

　香南市では、男女が互いにその人権を尊

重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、個性と

能力を十分に発揮することのできる「男女共同参画社

会」の実現に向けて、3つの基本目標を掲げています。

／みんなが男女

平等の意識を持ち、あらゆる暴力のない香南市を目指します

／性別に関係な

く、みんなが活躍できる香南市を目指します

／みん

なが自分らしく、安心して暮らせる香南市を目指します

性別にかかわらず、誰もが自らの個性と能力を最大限

に発揮できる社会を実現していきましょう！

■問い合わせ／香南市役所人権課（☎５７-８５０７）、高知県
子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課（☎０８８-８２３-９６５１）、

こうち男女共同参画センター「ソーレ」（☎０８８-８７３-９１００）

❶所得が基準額以上の世帯は児童手当が受けられません

　家計の主となっている保護者の所得が別表の所得上限額

を超える場合、児童手当は支給されず、資格も消滅していま

す。ただし、児童手当が支給されなくなった後に、所得が上限

額未満になれば、改めて児童手当認定請求書を提出すること

で、児童手当を受給できます。

❷現況届の提出が原則不要です

　お子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提

出は原則不要です。ただし、下記に該当する方はこれまでど

おり現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、ご

提出ください。

● 未成年後見人、施設・里親の受給者の方

● 離婚協議中で配偶者と別居している方

● 配偶者からの暴力等により、住民票の

住所地が実際の居住地と異なる方

● お子さんの住民票がない方

● その他、状況を確認する必要がある方

■支給対象／０歳～中学生までのお子さん
　　　　　 を養育している方

所得制限以上所得上限額
未満の方の子ども

０～３歳未満 １５,０００円／月

３歳～小学生（第１,２子）

３歳～小学生（第３子以降）

１０,０００円／月

１５,０００円／月

中学生 １０,０００円／月

５,０００円／月

所得上限額以上の方の子ども 支給なし

６２２

６６０

６９８

７３６

万円

万円 ８９６

万円

万円

扶養親族
等の数

０人

１人

２人

７７４

８１２

万円

万円

４人

５人

３人

８５８

９３４

９７２

万円

万円

万円

万円

１，０１０

１，０４８

万円

万円

■所得制限および所得上限額

■支給時期／原則として毎年２月、６月、１０月にそれぞれの前月

　　分まで（４カ月分）が支給されます。支給日は各月の１０日です。

※ただし、１０日が金融機関の休日にあたる場合はその直前の平日に支給　児童手当は、家庭生活の安定と、これか
らの社会を担う子どもの健やかな成長のた
めに、中学生までのお子さんを養育してい
る方に支給するものです。

■支給額

所得制限限度額 所得上限額

★６／１０（月）は２～５月分の児童手当定期支給日です。
※個別に支払通知はしませんので、通帳で入金をご確認ください

膝が痛くなったり姿勢の悪さが気になりませんか？身体

のゆがみを取り体幹を鍛えると改善するといわれていま

す。この機会に楽しくトレーニングを始めてみませんか？

◆日時／６／２５（火）、７／９（火）、７／２３（火）、７／３０（火）１３：３０～１４：４５
◆場所／夜須公民館 和室・大研修室
◆対象／全４回出席できる方　　　 ◆参加費／４００円（４回分）
◆講師／小原妙子さん（健康運動指導士）　　◆定員／12人
　　※申込者多数の場合は抽選し、当選者には６／２１（金）から順次連絡します

◆持ち物／動きやすい服装、タオル2枚、ヨガマットまたはバスタオル
　　　　 水分補給用の飲み物、スマートフォンまたはカメラ

◆申し込み締め切り／６月１８日（火）
　　※市外の方は６／１４（金）～受け付け

◆申し込み・問い合わせ／夜須公民館☎５４－２１２１

体幹トレーニング教室

健康寿命

を延ばす！ 一生自分の足で歩くための一生自分の足で歩くための

申し込みＱＲ▶

就
農
を
支
援
し
ま
す

A
農 業

agriculture

農 業

結
婚
新
生
活
を

応
援
し
ま
す
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